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第１章 引継図書の作成要領 

 

（趣 旨） 

第１条 道路を新設又は改良その他の理由により形状を変更し、或は開発行為等により当該道路

を道路管理者に管理引継ぎする場合に、道路管理者が道路法（昭和 27 年法律第 180 号）

第 28条及び同法施行規則第４条の２に基づく道路台帳を調製、又は補正するため、その

引継図書作成上の基準を定め、もって公共施設の適正な管理と事務の円滑を図ることを

目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この基準は次の各号に掲げる事業又は工事に適用する。 

(1) 道路法に基づき市又は市長が管理する道路の新設又は形状変更の工事。なお、道路区域内で

の形状変更も含む。 

(2) 都市計画法第 11条第１項第１号及び第８号から第 11号に係る都市計画事業 

(3) 都市計画法第 12条第１項各号に掲げる事業 

(4) 都市計画法第 29条に規定する開発行為のうち、道路の新設又は形状変更を伴う事業 

(5) 土地改良法に基づく土地改良事業のうち、道路の新設又は形状変更を伴うもの 

(6) その他の事由により市に引き継がれる道路 

(7) 道路台帳の記載事項の変更を行った場合 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。 

(1) 「道路」とは、一般交通の用に供する道で、橋、トンネル、渡船施設、道路用エレベーター

等道路と一体となって効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で、当該道路に附

属して設けられているものを含む。 

(2) 「道路管理者」とは、道路法による道路の管理に関する権限及び義務を有する者をいう。 

(3) 「路線の認定」とは、当該路線に属する道路が道路法上の特定された種類に属する道路とな

り、あわせてその道路の道路管理者が決定すること 

(4) 「区域の決定」とは、路線の認定後、道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区

域であって、道路法が全面的に適用される土地の部分を決定することである。 

(5) 「供用の開始」とは、道路を一般の交通の用に供する旨の意思表示であって、公物としての

道路を設定する行政行為である。 

(6) 「道路幅員」とは、道路用地幅（道路敷）のうちから、法面部分を除いた幅で、直接交通に

関係のある道路部分の幅員で、横断面を構成する車道、中央帯、路肩、歩道及び自転車歩行

者道などの幅の総和である。 
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＜要綱に基づく道路横断構成要素＞ 

 

 

(7) 「道路の附属物」とは、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保、その他道路の管理

上必要な施設又は工作物で、さく、駒止、道路標識などがある。 

(8) 「兼用工作物」とは、道路と堤防、護岸、ダム、鉄道や軌道用の橋、踏切道、駅前広場その他

公共の用に供する工作物又は施設とが相互に効用を兼ねるもの 

(9) 「橋梁」とは、河川、湖沼、海峡、運河などの水面を超えるため、或は、水のない谷、凹地又

は建築物や他の交通路等を越えるために桁下に空間を残し架設される構造物で橋長２ｍ以

上のものをいう。又溝橋（カルバート）は橋梁として取扱うが、暗渠との区別が困難なもの

については土被りが１ｍ未満のものを溝橋（カルバート）とする。 

(10) 「トンネル」とは、山腹、台地、地下、水底等自然の障害物を通過するために設けられたも

ので、人及び車の通行の用に供しうる内空断面を有する道路構造物をいう。なお立体横断施

設としての地下横断歩道、ボックスカルバート、ロックシェッド、スノーシェッド及びルー

バ型坑門、突出型坑門等はトンネルに含めない。 

(11) 「立体横断施設」とは、歩行者及び自転車利用者等の道路又は鉄道横断の安全を確保するた

め、当該道路の車道部と立体に分離された横断歩道（自歩道）橋、地下横断歩道（自歩道）

をいう。 

 

（引継図書） 

第４条 第２条の事業又は工事に伴い道路の管理引継ぎをする場合には第２章「引継図書の作成

基準」に基づき、次条の図書を作成のうえ提出するものとする。 

２ 建設局道路管理課において別途必要な図書の請求があれば提出するものとする。 
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（引継図面及び引継調書） 

第５条 引継図面及び引継調書は、次の表の引継道路区分に対する種類のものを提出するものと

する。 

図面・調書の種類 縮尺 備考 

引継道路区分 第２章 

新設・ 

区域変更 

区域内の 

改良工事 

該当 

条項 
参考図 

位置図 
1/2,500～ 

1/10,000 
付近の見取り図 〇 〇 §3 1 

路線図兼図郭割図 
1/1,000～ 

1/25,000 
路線名称と図面分割牽引図 〇 × §4 1 

多角点網図 
1/500～ 

1/25,000 
地図作成の基準点測量の成果 〇 × §5 2・3 

道路台帳平面図 1/500 
道路法施行規則第 4 条の 2 の図面で

管理道路の基本図 
〇 〇 §6 4 

境界標調書  

座標法に基づく座標数値 

※道路敷地構成図、道路用地求積図

で兼用できる場合は不要 

〇 × §6③ 5 

路線調書  路線の起終点と延長の把握 〇 × §6④ 6 

地番図 適宜 道路及び周辺の地番配置図 〇 × §7 7 

道路敷地構成図 1/500 道路敷地の地番構成図 〇 × §8 8 

道路敷地調書  道路敷地の地番と所有者の把握 〇 × §8③ 9 

道路用地求積図 1/500 
道路面積を確定する丈量図。面積・規

模等により 1/100、1/250 でも可 
〇 × §9 8 

道路用地計算書  座標法による地番単位の求積計算書 〇 × §9④ 9 

地下埋設物 

台帳平面図 
1/500 地下埋設物占用物件の把握 

建設局道路管理課か

ら指示があった場合の

み提出 

§10 10 

横断面図 

1/100 

又は 

1/200 

地表面の横断面構成図 〇 △ §11 11 

縦断面図 
横 1/500 

縦 1/100 
勾配 8％以上の路線 〇 × §12 12 

橋梁台帳 適宜 

建設局道路管理課の原図（原稿）を複

製のうえ提出。側面図、断面図、橋台

正面図 

〇 〇 §13 13 

トンネル台帳 適宜 
建設局道路管理課の原図（原稿）を複

製のうえ提出。断面図 
〇 〇 §13 14 

その他重要構造図 適宜 特殊な構造物図面 〇 〇   

注：〇必要な図面 △形態により必要な図面 ×不要 
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【提出物部数等】 

提出物 種類 部数 

製本  ２部 

告示用図面 道路台帳平面図、道路敷地構成図 ３部 

電磁的記録媒体 

ＰＤＦ 

ＣＡＤ （形式：ＤＸＦ、ＳＸＦ、ＳＦＣ） 

ＸＬＳＸ （調書、表類） 

ＰＤＦ、ＣＡＤ、ＸＬＳＸを書込んだ 

ＣＤ-Ｒ２部 

※第２章「引継図書の作成基準」の第１条・第２条に記述のとおり、図面データには公共座標値（平面

直角座標系第Ⅴ系）を付与すること。 

※ＣＡＤのレイヤ名は、「神戸市道路台帳平面図データ図式」で定義される分類コード４桁（レイヤ２

桁、データ項目２桁）とすること。道路台帳平面図以外の項目は、9950～9999とする。 

 

２ 引継図面の用語の説明は次の各号による。 

(1) 新設道路とは、新しく道路を道路管理者に引継ぎ、道路法の認定告示を伴うもの。 

(2) 区域変更を伴う道路とは、既認定道路の拡幅工事等により改良され、区域変更の告示を伴う

もの（引継図面の作成は在来道路部分など関連する区域を含むものとする）。 

(3) 区域内での改良工事とは、既認定道路区域内での道路構造変更で告示の伴わないもの。 

 

形状変更の形態図 

 

３ 事業又は工事等により引継道路区分が両方該当する場合は、新設・区域変更の引継道路の欄

を適用するものとする。 

４ 図面の規格は、内図郭 800×600、図面サイズ 1,000×750の範囲内で作成するものとするが、

各種図面はすべて同一サイズにすること 

５ 引継ぎする面積が小規模の場合は、前項の一図葉の中に数種類の図面を挿入してもよいもの

とする。また、図面サイズをＡ１及びＡ２サイズとしてもよいものとする。 
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（引継図書の提出時期） 

第６条 各図書の提出する時期は、道路の新設、拡幅等で道路法第 18条の区域決定及び区域変更

の告示を伴うものは検査完了後、又告示を伴わない道路区域内での形状変更及び道路附

属物設置等は工事完了後速やかに行うものとする。 

 

（引継図書の検査） 

第７条 引継図書がこの要綱及び現地と整合しているか、建設局道路管理課の検査をうけるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

第２章 引継図書の作成基準 

（測量） 

第１条 引継図書作成のための測量は、道路法及び測量法（昭和 24年法律第 188号）並びに神戸

市公共測量作業規程（国国地 341号）によるほか、この作成基準によるものとする。 

２ 平面図の図郭は、平面直角座標系第Ⅴ系に基づく国土基本図の区画基準線である     

Ｘ＝－150.0km  Ｙ＝+80.0km を基準として東西 400ｍ南北 300ｍに区切り、北を上にして作

成するものとする。 

３ 平面図の縮尺は 1/500 とし、現況は道路の境界の外側各５ｍ以上とし、取付道路部分及び交

差点部分は 20ｍまで表示するものとする。 

 

（運用） 

第２条 引継図書を作成するための測量は、次の各号によるものとする。 

(1) 国土地理院又は神戸市の設置した基準点（公共座標）を３点以上使用しなければならない。

但し、やむを得ないと認められる場合は２点とすることができる。 

(2) 引継ぎする道路の面積が狭小等、建設局道路管理課がやむを得ないと判断した場合は、任意

座標にて測量することができるものとする。なお、任意座標においては方向角及び座標の基

準を明記すること（参考図№3（13ページ）参照）。 

(3) 測量及び平面図作成の精度は次の基準による。 

種 別 規  格 備  考 

多角測量 ３級基準点測量精度以上 
神戸市公共測量作業規程（国国地 341号） 

第 34条～第 43条参照 

 

種 別 項 目 標準偏差 備 考 

平面図 

（地図情報

レベル 500） 

水平位置 0.25ｍ以内 

神戸市公共測量作業規程（国国地 341号） 

第 106条参照 標高 
標高点 0.25ｍ以内 

等高点 0.5ｍ以内 

 

（位置図の作成） 

第３条 当該個所が判明する位置図を、該当区域を赤枠で囲み 1/2,500～1/10,000 程度の縮尺で

一図葉の中に納めて作成するものとする。次条の図面に余白があれば挿入してもよいも

のとする。 

 

（路線図兼図郭割図の作成） 

第４条 引継ぎする道路及び関連する区域を、1/1,000～1/2,500程度の縮尺で一図葉の中に納め、

道路台帳平面図の図郭割線と番号を規定に従い表示し、全体図として作成するものとす

る。 

２ 引継ぎする道路には事前に建設局道路管理課と協議のうえ、路線名及び起終点マークを赤色
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で記入し、それに接続する既認定道路は黒色で同様に作成するものとする。 

 

（多角点網図の作成） 

第５条 多角点網図は、1/500～1/2,500程度の縮尺で一図葉の中に納め、距離、方向角及び座標

を表示し、成果として網図、測量計算簿及び成果表を提出しなければならない。 

 

（道路台帳平面図の作成） 

第６条 道路台帳平面図は、道路管理者が管理する道路の区域及び道路の構造、兼用工作物、占

用物件その他管理上の基礎的事項を把握するため作成するものである。 

２ 道路台帳平面図には次に掲げる事項を第３章「道路境界標設置基準」の第６条、及び「神戸市

道路台帳平面図データ図式」に基づき記載しなければならない。 

(1) 道路の区域を表示する境界標、境界線（区域線）及び隣接する各標点間の距離（㎝単位）を

赤色で表示するものとする。なお、拡幅などの場合において在来道路の拡幅されない側につ

いても、境界線（区域線）を確認して同様に表示するものとする。 

(2) 引継ぎ道路及び接続する既認定道路について、路線名、起終点マーク及び舗装区分を黒色で

表示するものとする。 

(3) 道路の幅員は、側溝、歩道、車道部、分離帯等の各構造物ごとに赤色で寸法線（㎝単位）を

表示するものとする。特に車道幅員においては 50㎝以上変化する箇所ごとに表示しなけれ

ばならない。 

３ 境界標に赤色で整理番号を付し、座標法に基づく座標を表記した「境界標調書」を道路台帳

平面図の余白にて作成するものとする。なお、第８条及び第９条の図書により兼用が可能な

場合は作成を省略することができるものとする。 

４ 道路台帳平面図に基づいて路線ごとに道路の延長・幅員等を記載した「路線調書」を作成し、

図面と同時に提出するものとする。 

 

（地番図の作成） 

第７条 引継道路及び周辺地域については、縮尺は適宜で道路及び宅地を含むすべての区域内の

地番が判明する地番図を作成するものとする。 

 

（道路敷地構成図の作成） 

第８条 道路管理者が管理すべき道路を構成するすべての敷地の内容（権原等）を明確に把握す

るため、作成するものである。 

２ 路線ごとに新道路区域、在来道路区域、道路区域に含まれる水路・河川敷区域、及び地番界、

地番をすべて赤色で表示するものとする。なお、道路区域と隣接する民有地番も併せて黒色

で表示するものとする。 

３ 引継ぎする道路の地番、地目、面積及び所有者を把握するため、道路敷地構成図に基づき、

路線ごとに「道路敷地調書」を道路敷地構成図の余白に作成するものとする。 

４ 道路台帳整備済道路において、敷地の内容（権原等）、その他の変更があれば建設局道路管理

課に報告しなければならない。 
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（道路用地求積図の作成） 

第９条 道路区域の面積を確定するため、座標法に基づいて道路用地求積図を作成するものとす

る。 

２ 道路用地求積図は路線別に地番ごとで求積するものとするが、新道路区域、在来道路区域、

道路区域に含まれる水路・河川敷区域、及び地番界、地番並びに地番ごとにおける周囲長（㎝

単位）を前条第２項と同様に赤色で記入するものとする。 

３ 前条の道路敷地構成図を利用して「道路用地求積図」として兼用できるものとするが、その

場合は道路敷地構成図に測点番号を赤色で記入し、表題部を『道路敷地構成図兼用地求積図』

とする。 

４ 道路区域の面積を記載した「道路用地計算書」を路線別に地番ごとで道路用地求積図の余白

に作成するものとする。なお、前条第３項の道路敷地調書と兼用して作成できるものとする

が、その場合は表題部を『道路敷地調書兼計算書』とする。 

 

（地下埋設物台帳平面図の作成） 

第 10条 地下埋設物台帳平面図は、建設局道路管理課から指示があった場合のみ作成するものと

する。 

２ 道路台帳平面図に種類、管径、埋設条数その他必要事項を調査確認のうえ、実線及び破線を

もって図示するものとする。 

３ 断面図は、次条の横断面図に含めて作成するものとする。地下埋設物台帳平面図の余白に断

面箇所を明記し、埋設深さ及び距離等が判明できるように作成するものとする。 

４ 断面箇所は一路線一箇所を基本とするが、特に変化のある箇所があれば併せて表示するもの

とする。 

 

（横断面図の作成） 

第 11条 第６条の道路台帳平面図に横断箇所を明記し、道路の構造及び区域が判明するよう縮尺

1/100又は 1/200で作成するものとする。断面箇所は道路区域の最大幅員及び最小幅員

の箇所と、建設局道路管理課から指示があった箇所において作成するものとする。 

２ 地下埋設物台帳平面図を作成する場合は、地下埋設物の断面図も含めて作成するものとする。 

 

（縦断面図の作成） 

第 12条 国家水準点又は市測量基準点の成果に基づいて、勾配が８％以上の箇所及び必要と認め

る箇所について縦断測量を行う。作図範囲は、その縦断勾配の起終点前後 10ｍ程度ま

で測定し、路線ごとに作成するものとする。 

なお、道路台帳平面図に道路の交差点、屈曲点及び勾配変化点の標高値を記入するもの

とする。 

２ 縮尺は原則として横 1/500、縦 1/100とする。 

 

（橋梁、トンネル台帳の作成） 

第 13 条 道路の新設又は形状変更工事等により橋梁及びトンネルを設置又は形状を変更した場

合は、建設局道路管理課にある原図を複製のうえ必要事項の記載及び一般図を作成す
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るものとする。 

２ 前項の一般図は適宜の縮尺とするが、橋梁については平面図、側面図、縦断面図、橋台正面

図を、トンネルについては縦断面図を作成し、それぞれ寸法を記入するものとする。なお、

橋梁とは、橋長２ｍ以上のものをいう。 

３ 前二項の橋梁台帳とは別に次の書類を作成し、建設局道路工務課に提出するものとする。 

(1) 橋梁台帳、トンネル台帳 

(2) 構造物完成写真 

 

（その他の重要構造図の作成） 

第 14条 重要な構造物を築造した場合は、建設局道路管理課と協議のうえ、指示があった場合の

み構造図を作成し、提出するものとする。 

 

（引継ぎ道路の面積が狭小な場合の特例） 

第 15条 既認定道路の一部を拡幅する場合等、引継ぎ道路の面積が狭小な場合は、第３条から第

12条までの各図面を一図葉中に記入し、作成してよいものとする。 
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第２章の参考図 

参考図  ページ 

位置図、路線図兼図郭割図……………………………………………………〔№１〕 11 

多角点網図（公共）……………………………………………………………〔№２〕 12 

多角点網図（任意）……………………………………………………………〔№３〕 13 

道路台帳平面図…………………………………………………………………〔№４〕 14 

境界標調書………………………………………………………………………〔№５〕 15 

路線調書…………………………………………………………………………〔№６〕 16 

地番図……………………………………………………………………………〔№７〕 17 

道路敷地構成図兼用地求積図…………………………………………………〔№８〕 18 

道路敷地調書兼計算書…………………………………………………………〔№９〕 19 

地下埋設物台帳平面図…………………………………………………………〔№10〕 20 

横断面図…………………………………………………………………………〔№11〕 21 

縦断面図…………………………………………………………………………〔№12〕 22 

橋梁台帳…………………………………………………………………………〔№13〕 23 

トンネル台帳……………………………………………………………………〔№14〕 24 

引継ぎ道路の面積が狭小な場合の図面………………………………………〔№15〕  25 
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様式１

路線名 区間 実延長 幅員 重用延長 備考
m m m

起　垂水区西舞子２丁目46

終　　〃 区   〃   ４丁目10 123.90 8.10

起　　〃 区   〃   ２丁目83

終　　〃 区   〃   ２丁目55 105.35 5.00

起　　〃 区   〃   ２丁目43 最小　　5.00

終　　〃 区   〃   ２丁目51 77.70 最大　　6.00

起　　〃 区   〃   ２丁目 起点

終　　〃 区   〃   ２丁目13 85.56 6.85 8.10 西舞子橋

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

起

終

　　　　　　　線

路　　　線　　　調　　　書

西舞子中央線

西舞子１号線

西舞子２号線

西舞子３号線

③　小数位については、小数点以下３位を切り捨て、ｍ以下２位まで記入する。

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

　　　　　　　線

①　起点、終点の取り方は、起点から終点に向って起点は右側、終点は左側の道路に隣接する民地の所在地番とする。

②　路線の延長の取り方で、他の路線と重用している場合、又は、交差点部分は上位路線に計上する。

No.6 路線調書 
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第３章 道路境界標設置基準 

（境界線） 

第１条 引継ぎにより道路管理者が管理する道路の区域線上に設置する境界標の規格、埋設方法

等を定め、以って道路区域を明確にし、道路行政の円滑を図ることを目的とする。 

２ 境界標は、第２章「引継図書の作成基準」により平面直角座標系第Ⅴ系に基づく測量の全て

に座標を持たせるものとする。 

３ 境界標の設置は原則としてコンクリート標柱（以下「標柱」という）とするが、第３条「明示

板（プレート板）の設置基準」に該当する場合はこの限りでない。 

４ 境界標の設置位置は、次の各号により堅固に固定し、埋設するものとする。 

(1) 道路区域の全ての屈曲点 

(2) 道路区域の直線部分については原則として境界標は設置しないものとするが、その延長が 100

ｍ以上ある場合については、中間に a 型（側面型）を設置することがあるので、事前に建設

局道路管理課と協議するものとする。 

(3) 構造物をもって境界としている場合は、境界標を構造物に埋設する。 

５ 境界標の規格及び埋設が基準どおりに施行されていない場合は、当該道路の管理引継ぎをし

ないことがあるので、疑義が生じた時は事前に建設局道路管理課と協議するものとする。 

 

（標柱の規格及び埋設） 

第２条 標柱は鉄筋コンクリート柱でⅠ型（120×120×600）、Ⅱ型（150×150×900）とし、それ

ぞれ a 型（側面型）、b 型（角型）に分類する。なお、矢印、市章マークは赤色とする。

（別図１参照） 

２ 標柱Ⅰ型、Ⅱ型の埋設は原則として次のとおりとする。（別図２参照） 

(1) 埋設は工事中に行い、コンクリートで根固めを行うものとする。 

(2) Ⅰ型は路面天端より 1.0㎝露出させて埋設するものとするが、通行に支障があると思われる

場合においては路面と同一高に埋設するものとする。 

(3) Ⅱ型は道路区域の法肩、法尻等の境界に地表面より 15.0㎝露出させ埋設するものとする。 

３ a型、b型の使用方法は原則として次のとおりとする。（別図３参照） 

(1) a型（側面型）：直線部分の中間点（建設局道路管理課との協議に基づく場合のみ） 

(2) b型（角型）：道路区域線の変化点及び曲線部 

 

（明示板の設置基準） 

第３条 境界標は標柱の設置を基本とするが、次の場合については明示板（プレート板）を設置

してもよいものとする。（別図３参照） 

(1) 道路境界がＵ型側溝（トラフ）等の構造物で標柱の入らない場合 

(2) 構造物の側面に設置する場合 

(3) その他構造物の形状により標柱の設置が困難と考えられる場合で建設局道路管理課と協議

できたもの 
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（明示板の規格及び埋設） 

第４条 明示板（60×60）はアルミ合金製でペーパー仕上げとする。 

２ 埋設方法は、埋込みボルト及び裏面を接着剤（ボンド）を使用し、埋設すること 

３ 明示板の分類、使用方法及びマーク着色は標柱の項に準拠する。（別図４参照） 

 

（道路の曲線部の表示方法） 

第５条 曲線部において境界線は曲線となるが、境界点の表示は境

界線（右図弧ＡＢ部分）において曲線に弦（Ｃ）を引き、

その中央縦距（Ｍ）は２㎝以下、弦（Ｃ）は 10ｍ以下で表

示することを原則とするが、次の表を参考にし、表示して

よいものとする。 

Ｒ(ｍ)    
30 

未満 

70 

未満 

120 

未満 

180 

未満 

260 

未満 

340 

未満 

440 

未満 

550

未満 

550

以上 

Ｃ(ｍ)  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９ 10 

 

２ 曲線部における境界標の設置は、曲線の始点（Ａ）、終点（Ｂ）及びその中間点に境界標を、

また、それ以外の曲線で 10ｍを超える場合は 10ｍを最小単位として境界標を設置するものと

する。 

 

（道路台帳平面図の記入方法） 

第６条 道路台帳平面図に表示する場合は、境界標（観測点）、境界線（区域線）及び標点間距離

を赤色で表記し、標柱と明示板及び曲線部等における境界標設置以外の観測点の記号は

次表によるものとする。 

 

コンクリート標柱  赤色の４号線で径 1.5 ㎜ ａ型、ｂ型も同じ 

明示板 
 赤色の４号線で外径 1.5 ㎜ 

赤色の４号線で内径 0.5 ㎜塗りつぶし 
ａ型、ｂ型も同じ 

その他の観測点  赤色で径 1.0 ㎜塗りつぶし 基準外の観測点ある場合 

 

（境界標間の距離の較差） 

第７条 境界標間の距離は、調整計算後（道路台帳平面図記載）の数値と実測数値とを比較して、

その較差は次のとおりとする。 

 標間距離 15ｍ未満は５㎜以内 

      15ｍ以上は 1/3,000以内とする。 

 

（一般道路についての準用） 

第８条 一般道路において境界標を設置する場合においてもこの基準を準用するものとする。 
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第４章 引継ぎについての細目事項 

 

（引継図書の提出について） 

第１条 建設局道路管理課に引継図書の成果品を提出する場合は、別紙様式２号の「道路台帳図

書の引渡書」を併せて提出するものとする。 

 

（道路に関する計上及び測定について） 

第２条 道路に関する計上及び測定については、下図を参照して次のとおりとする。 

 

(1) 市道路線の上位、下位の順序は、１級市道、２級市道、その他市道となり、また、その他市

道のうちで幹線、準幹線、一般の順で判別する。 

(2) 路線の決定方法は、１級、２級については神戸市認定路線網図によるが、その他市道は、東

西線の南側より北側へ、次に南北線の東側より南側へ順次付することを原則とする。なお、

起点はそれぞれ東側、南側とする。また、路線名称は、当該地名、町名等を原則として使用

し、上位路線から順に号線を決定する。 

(3) 路線の延長、面積についての算定は次のとおりとする。 

ア) 交差点など路線が重用している場合の実延長、実面積は、上位路線に含まれ、また、隅切部

分の区域は原則として下位路線に計上する。 

イ) 路線延長の計上は、道路中心線を測定し、路線の起終点は、起点から終点に向って起点は右

側、終点は左側の所在地番をもって明記する。 

△△１号線 実延長 重用延長 総延長 

起点 ××区××町×丁目 14から 
Ａ+Ｂ+Ｃ ― Ａ+Ｂ+Ｃ 

終点 ××区××町×丁目 13まで 

△△２号線 実延長 重用延長 総延長 

起点 ××区××町×丁目２から 
Ｄ+Ｅ Ｂ Ｄ+Ｅ+Ｂ 

終点 ××区××町×丁目 35まで 

ウ) 路線面積については、次のとおりとする。 

路線名 実面積 重用面積 総面積 

△△１号線 Ａ+Ｂ+Ｃ   ― Ａ+Ｂ+Ｃ 

△△２号線 Ｄ+Ｅ Ｂ Ｄ+Ｅ+Ｂ 
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（図面の整飾について） 

第３条 図面の整飾は、平面直角座標系第Ⅴ系に基づく測量においては参考図のとおりとするが、

その他の場合は下図を参考にするものとする。 

 

（陽画製本の仕様について） 

第４条 引継図書は第１章「引継図書の作成要領」の第４条に基づき 1/2 縮小陽画製本を２部提

出するものとするが、製本の仕様は次のとおりとする。 

 

ア) 図面は二つ折りで図書の種類による配列順序は原則として作成基準どおりとし、枚数の多い

場合は、分冊にして番号を付ける。 

イ) 表紙及び背表紙には表題名等必要事項を記入する。 

ウ) 綴り方は、裏面を糊付けし、離れないようにすること 

エ) 図面が規格より小さい場合は、適宜の製本でよいが、最小はＡ４サイズまでとする。 

オ) 表紙は黒表紙、金文字とする。 

カ) 引継ぎ道路の面積が狭小なものについては、建設局道路管理課と協議のうえ各図面を一図葉

中に記入し、作成してもよいものとする。 

  

（基準点の使用について） 

第５条 本市設置の基準点を使用し測量を行う場合は、「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」

（別添参照）第４条に基づき「神戸市基準点使用承認書」により承認を受け、使用する

こととする。なお、国家基準点は国土地理院へ申請のうえ閲覧しなければならない。 
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（その他の施設、構造物及び占用物件の引継ぎについて） 

第６条 その他道路台帳図書以外に、次の施設等があれば、その該当する主管課に必要図書を提

出することとする。 

 

 主管課 備考 

橋梁 建設局道路工務課 
道路台帳の一部である橋梁台帳以外に別途提

出するもので、構造を主としている。 

街路灯 建設局道路工務課 
 

 

立体横断施設 建設局道路工務課 
横断歩道（自歩道）橋 

地下横断歩道（自歩道） 

公園及び街路樹 建設局公園部管理課 
 

 

雨水幹線 
建設局下水道部計画課 

建設局下水道部工務課 
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